
芦屋市で行われる統計調査に従事する、統計調査員を募集します！

募集対象者

■ 芦屋市内又は近隣にお住まいの20歳以上の方
■ 責任を持って調査事務を遂行できる健康な方
■ 調査中・調査後も守秘義務を守れる方
■ 税務、警察、選挙に直接関係のない方
■ 暴力団員その他の反社会的勢力等と密接な関係を持たない方

仕事の流れ

活動期間・報酬

活動期間（任命期間） ： １調査あたり２か月～３か月程度
（任命期間内の空いているお時間で仕事ができます）

報 酬 ： 概ね３万円～７万円程度
統計調査終了後、調査ごとに国が定める基準による報酬を支払います
（担当していただく調査の種類・担当件数により異なります）

統計調査員とは

■ 国が兵庫県を通じて行う『統計調査』で、芦屋市内の一般世帯や事業所を訪問し、調査票の配布・
回収などを行うお仕事

■ 身分は総務大臣又は兵庫県知事から任命される非常勤の公務員
■ 調査で知り得た秘密の守秘義務がある（守秘義務に反した場合、２年以下の懲役または１００万

円以下の罰金が科せられます）
■ 普段仕事をしている方も統計調査員との兼業が可能
■ 調査活動中の災害は、公務災害補償が適用される
■ 功績の顕著な統計調査員には、総務大臣等からの表彰や叙勲・藍綬褒章が授与される
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問い合わせ・申込窓口

市からあらかじめ定められた方法を理解し、調査を行います。
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調査実施（予定）状況

先輩調査員の声

子育てや仕事の空き時間を
有効的に使えます

歩いたり人と話したりすることで、
健康維持になります

国などの政策の基礎資料となる情報を
集めるやりがいのある仕事です

初めてで不安でしたが、調査の
度に説明会があるので安心です

市内を歩いて回ることで、新たな
発見をすることができます

調査員数概要調査対象調査期間調査名

２０名
程度

就業及び不就業の実態を明らかにす
る。

一般世帯
８月末

～１０月末

令和９年
就業構造基本調査
（次回依頼調査）

５４名
全産業分野の売上金額や費用などの
経理項目を把握し、事業所・企業の
経済活動を明らかにする。

事業所
５月上旬

～７月上旬
令和８年

経済センサス-活動調査

３８１名
日本国内の人口、世帯、就業者からみ
た将来推計人口や産業構造などの情
報を明らかにする。

一般世帯
８月末

～１１月末
令和７年国勢調査

６４名
住宅に関する実態や土地の保有状況、
住宅等に居住している世帯に関する実
態を明らかにする。

一般世帯
８月末

～１０月末
令和５年

住宅・土地統計調査

１７名
就業及び不就業の実態を明らかにす
る。

一般世帯
８月末

～１０月末
令和４年

就業構造基本調査

応募方法

■ 受付は随時行っております。詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。
■ 事前に「芦屋市統計調査員登録申込書」に必要事項を記入し、

顔写真（縦４cm×横３cm）を貼付のうえ、下記窓口に直接ご提出ください。
【申込書は下記窓口で配布又は芦屋市ホームページからダウンロード可】

（注）登録者の中から調査地域の状況やお住まいの地域等を考慮のうえ、
市が選考し調査実施の約２、３か月前に依頼させていただきます。
なお、統計調査の内容や自身のご都合により断ることもできますので
お気軽に登録ください。

統計調査に関わることで、社会に
より関心を持つようになりました

詳細・申込書
はこちら

（市ホームページ）

問い合わせ・申込窓口


